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「過重労働による健康障害防止のための総合対策」（本文）の一部改正について 新旧対照表 

改正後 現行 

過重労働による健康障害防止のための総合対策 

 

１ 目的 

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と

考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的

知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことは

あってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲

労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除してい

くとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者

の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。 

このため、厚生労働省においては、平成１４年２月から「過重労働によ

る健康障害防止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づ

き所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多様化が進

む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかか

わる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整

備充実する労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等の改正が行われ

たところである。 

本総合対策は、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合

対策に基づく措置との整合性、一貫性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措

置（別添「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」

をいう。以下同じ。）を定めるとともに、当該措置が適切に講じられるよう

国が行う周知徹底、指導等の所要の措置を取りまとめたものであり、これ

らにより過重労働による健康障害を防止することを目的とするものであ

る。 

 

２ 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の周知

徹底 

  都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、監督指導、個別指導

等のあらゆる機会を通じて、リーフレット等を活用した周知を図るととも

に、キャンペーン月間の設定等により、事業者が講ずべき措置の内容につ

いて、事業者に広く周知を図ることとする。 

  なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等並びに都道府県産業保

健推進センター及び地域産業保健センター等も活用することとする。 

過重労働による健康障害防止のための総合対策 

 

１ 目的 

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と

考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的

知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことは

あってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲

労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除してい

くとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者

の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。 

このため、厚生労働省においては、平成１４年２月から「過重労働によ

る健康障害防止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づ

き所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多様化が進

む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかか

わる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整

備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたところである。 

 

本総合対策は、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合

対策に基づく措置との整合性、一貫性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措

置（別添「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」

をいう。以下同じ。）を定めるとともに、当該措置が適切に講じられるよう

国が行う周知徹底、指導等の所要の措置を取りまとめたものであり、これ

らにより過重労働による健康障害を防止することを目的とするものであ

る。 

 

２ 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の周知

徹底 

  都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、監督指導、個別指導

等のあらゆる機会を通じて、リーフレット等を活用しつつ、事業者が講ず

べき措置の内容について、事業者に広く周知を図ることとする。 

   

なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等並びに都道府県産業保

健推進センター及び地域産業保健センター等も活用することとする。 



 

 

  併せて、過重労働による健康障害防止のための自主的改善事業、平成１

６年６月に公開した労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト等の活用

促進のための周知も図ることとする。 

 

３ 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等 

（１）３６協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３６条に基づく協定（以

下「３６協定」という。）の届出に際しては、労働基準監督署の窓口に

おいて次のとおり指導を徹底する。 

（略） 

（２）裁量労働制に係る周知指導 

  （略） 

（３）労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置 

   限度基準に規定する限度時間を超える時間外労働を行わせることが可

能な３６協定を締結している事業場であって、労働時間等の設定の改善

に向けた労使による自主的取組の促進を図ろうとするものに対し、都道

府県労働局に配置されている労働時間設定改善コンサルタントの活用が

図られるよう措置する。 

 

４ 過重労働による健康障害防止のための監督指導等 

時間外・休日労働時間（休憩時間を除き 1 週間当たり４０時間を超えて

労働させた場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時

間を超えているおそれがある事業場に対しては、次のとおり指導する。 

（１）産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び活動状況並びに衛生委

員会等の設置及び活動状況を確認し、必要な指導を行う。 

（２）健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実

施後の措置、保健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。

（３）労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、面接指導等（医師に

よる面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。）及びその実

施後の措置等（別添の５の（２）のアに掲げる措置をいう。）を実施する

よう指導を行う。 

（４）（３）の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備（別添の５

の（２）のイに掲げる措置をいう。）の状況について確認し、必要な指導

  併せて、平成１６年６月に公開した労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ

クリスト等の周知も図ることとする 

 

 

３ 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等 

（１）３６協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底 

ア 労働基準法第３６条に基づく協定（以下「３６協定」という。）の届

出に際しては、労働基準監督署の窓口において次のとおり指導を徹底

する。 

（略） 

（２）裁量労働制に係る周知指導 

  （略） 

（３）労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置 

   限度基準に規定する限度時間を超える時間外労働を行わせることが可

能な３６協定を締結している事業場であって、労働時間等の設定の改善

に向けた労使による自主的取組の促進を図ろうとするものに対し、平成

１８年４月１日より都道府県労働局に配置される労働時間設定改善コン

サルタント（仮称）の活用が図られるよう措置する。 

 

４ 過重労働による健康障害防止のための監督指導等 

時間外・休日労働時間（休憩時間を除き 1 週間当たり４０時間を超えて

労働させた場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時

間を超えているおそれがある事業場に対しては、次のとおり指導する。 

（１）産業医、衛生管理者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設置

及び活動状況を確認し、必要な指導を行う。 

（２）健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実

施後の措置、保健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。 

（３）労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、面接指導等（医師に

よる面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。）及びその実

施後の措置等（別添の５の（２）のアに掲げる措置をいう。）を実施する

よう指導を行う。 

（４）（３）の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備（別添の５

の（２）のイに掲げる措置をいう。）の状況について確認し、必要な指導



 

 

を行う。 

（５）事業者が（３）の面接指導等（別添５の（２）のアの（ア）の①から

③までに掲げる措置に限る。）に係る指導に従わない場合には、労働安全

衛生法第６６条第４項に基づき、当該面接指導等の対象となる労働者に

関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断

及び面接指導の結果等を踏まえた労働衛生指導医の意見を聴き、臨時の

健康診断の実施を指示するとともに、厳正な指導を行う。 

（６）事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合であって、

近隣に専門的知識を有する医師がいない等の理由により、事業者自ら医

師を選任し、面接指導を実施することが困難なときには、地域産業保健

センターの活用が可能であることを教示する。 

（７）上記のほか、３６協定により定められた延長することができる時間を

超えて時間外労働が行われている場合や限度基準に適合していない場合な

どには、必要な指導を行う。

 

５ 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底する

ための指導等 

 （略） 

 

 

を行う。 

（５）事業者が（３）の面接指導等（別添５の（２）のアの（ア）の①から

③までに掲げる措置に限る。）に係る指導に従わない場合には、労働安全

衛生法第６６条第４項に基づき、当該面接指導等の対象となる労働者に

関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断

及び面接指導の結果等を踏まえた労働衛生指導医の意見を聴き、臨時の

健康診断の実施を指示するとともに、厳正な指導を行う。 

（６）事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合には、必

要に応じ地域産業保健センターの活用を勧奨する。 

 

 

 

 

 

 

５ 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底する

ための指導等 

 （略） 

 

 

 



 

 

（別添）

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置 

 

１ 趣旨 

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考

えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知

見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあ

ってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、労働者が疲労

を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除している

とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の

健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。 

このため、厚生労働省においては、平成１４年２月から「過重労働によ

る健康障害防止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づ

き所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多様化が進

む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかか

わる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整

備充実する労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等の改正が行われ

たところである。 

本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害

を防止することを目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定

めたものである。 

 

２ 時間外・休日労働時間の削減 

（１）時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・

休日労働時間（休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させ

た場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時間を超え

て長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医

学的知見が得られている。このようなことを踏まえ、事業者は、労働基

準法（昭和２２年法律第４９号）第３６条に基づく協定（以下「３６協

定」という。）の締結に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合

又は労働者の過半数を代表する者とともにその内容が「労働基準法第３

６条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」（平成

（別添） 

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置 

 

１ 趣旨 

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考

えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知

見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあ

ってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、労働者が疲労

を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除している

とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の

健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。 

このため、厚生労働省においては、平成１４年２月から「過重労働によ

る健康障害防止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づ

き所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多様化が進

む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかか

わる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整

備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたところである。 

 

本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害

を防止することを目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定

めたものである。 

 

２ 時間外・休日労働時間の削減 

（１）時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・

休日労働時間（休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させ

た場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時間を超え

て長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医

学的知見が得られている。このようなことを踏まえ、事業者は、労働基

準法第３６条に基づく協定（以下「３６協定」という。）の締結に当たっ

ては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表す

る者とともにその内容が「労働基準法第３６条第１項の協定で定める労

働時間の延長の限度等に関する基準」（平成１０年労働省告示第１５４



 

 

１０年労働省告示第１５４号。以下「限度基準」という。）に適合したも

のとなるようにするものとする。 

   また、限度基準第３条ただし書又は第４条に定める「特別の事情」（限

度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる事情）

を定めた３６協定については、この「特別の事情」が臨時的なものに限

るとされていることに留意するものとする。さらに、月４５時間を超え

て時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、事業者は、

実際の時間外労働を月４５時間以下とするよう努めるものとする。 

   さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。 

（２）～（３）（略） 

 

３ 年次有給休暇の取得促進 

 （略） 

 

４ 労働時間等の設定の改善 

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第９０号）第

４条第１項に基づく、労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必

要な事項を定める労働時間等設定改善指針については、平成１９年１２月

に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及

び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の趣旨を盛り込むべく改正

し、平成２０年４月１日から適用されたところである。このため、事業者

は、過重労働による健康障害を防止する観点から、改正後の労働時間等設

定改善指針に留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

５ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 

（１）健康管理体制の整備、健康診断の実施等 

ア 健康管理体制の整備及び健康診断の実施 

事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者、衛生推

進者等を選任し、その者に事業場における健康管理に関する職務等を

適切に行わせるとともに、衛生委員会等を設置し、適切に調査審議を

行う等健康管理に関する体制を整備するものとする。 

なお、事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合

には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。 

号。以下「限度基準」という。）に適合したものとなるようにするものと

する。 

   また、限度基準第３条ただし書又は第４条に定める「特別の事情」（限

度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる事情）

を定めた３６協定については、この「特別の事情」が臨時的なものに限

るとされていることに留意するものとする。さらに、月４５時間を超え

て時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、事業者は、

実際の時間外労働を月４５時間以下とするよう努めるものとする。 

   さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。 

（２）～（３）（略） 

 

３ 年次有給休暇の取得促進 

 （略） 

 

４ 労働時間等の設定の改善 

 事業者は、過重労働による健康障害を防止する観点から、労働時間等の

設定の改善に関する特別措置法第４条第１項に基づき、労働時間等の設定

の改善に適切に対処するために必要な事項について定める労働時間等設定

改善指針が平成１８年４月１日から適用されることに留意しつつ、必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

５ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 

（１）健康管理体制の整備、健康診断の実施等 

ア 健康管理体制の整備及び健康診断の実施 

事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者等を選任

し、その者に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせ

るとともに、衛生委員会等を設置し、適切に調査審議を行う等健康管

理に関する体制を整備するものとする。 

なお、事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合

には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。 



 

 

また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結

果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導

等を確実に実施するものとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事

する労働者に対しては、６月以内ごとに１回の健康診断を実施しなけ

ればならないことに留意するものとする。 

イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等 

  事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受

診支援助成金制度や血圧等一定の健康診断項目に以上の所見がある労

働者を対象とした二次健康診断等給付制度の活用について、労働者へ

の周知に努めるものとするとともに、労働者からこれらの制度を活用

した健康診断の結果の提出があったときには、その結果に基づく事後

措置についても講ずる必要があることについて留意するものとする。

  また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進

を図るための措置を継続的かつ計画的に実施するものとする。 

（２）長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等

  ア 面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。

以下同じ。）の実施等 

  （ア）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労

働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。 

    ① 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者

であって、申出を行ったものについては、医師による面接指導を

確実に実施するものとする。 

    ② 時間外・休日労働時間が１月当たり８０時間を超える労働者で

あって、申出を行ったもの（①に該当する労働者を除く。）につい

ては、面接指導等を実施するよう努めるものとする。 

    ③ 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者

（①に該当する労働者を除く。）又は時間外・休日労働時間が２な

いし６月の平均で１月当たり８０時間を超える労働者について

は、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。 

    ④ 時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働者で、

健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を

講ずることが望ましいものとする。 

（イ）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措

また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結

果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導

等を確実に実施するものとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事

する労働者に対しては、６月以内ごとに１回の健康診断を実施しなけ

ればならないことに留意するものとする。 

イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等 

  事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受

診支援助成金制度や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労

働者を対象とした二次健康診断等給付制度の活用について、労働者へ

の周知に努めるものとするとともに、労働者からこれらの制度を活用

した健康診断の結果の提出があったときには、その結果に基づく事後

措置についても講ずる必要があることについて留意するものとする。 

  また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進

を図るための措置を継続的かつ計画的に実施するものとする。 

（２）長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等 

  ア 面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。

以下同じ。）の実施等 

  （ア）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労

働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。 

    ① 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者

であって、申出を行ったものについては、医師による面接指導を

確実に実施するものとする。 

    ② 時間外・休日労働時間が１月当たり８０時間を超える労働者で

あって、申出を行ったもの（①に該当する労働者を除く。）につい

ては、面接指導等を実施するよう努めるものとする。 

    ③ 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者

（①に該当する労働者を除く。）又は時間外・休日労働時間が２な

いし６月の平均で１月当たり８０時間を超える労働者について

は、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。 

    ④ 時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働者で、

健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を

講ずることが望ましいものとする。 

（イ）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措



 

 

置等を次のとおり実施するものとする。 

    ① （ア）の①の医師による面接指導を実施した場合は、その結果

に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、

遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘

案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮、深夜業の回

数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。 

    ② （ア）の②から④までの面接指導等を実施した場合は、①に準

じた措置の実施に努めるものとする。 

    ③ 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場

合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に

応じ精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。 

  イ 面接指導等を実施するための手続等の整備 

（ア）事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会

等において、以下の事項について調査審議を行うものとする。また、

この結果に基づく必要な措置を講ずるものとする。 

    ① 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。 

    ② 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関するこ

と。 

    ③ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利

益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関する

こと。 

    ④ アの（ア）の②から④までに該当する者その他の者について面

接指導等を実施する場合における事業場で定める必要な措置の実

施に関する基準の策定に関すること。 

    ⑤ 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者へ

の周知に関すること。 

（イ）事業者は、アの（ア）の①及び②の面接指導等を実施するに当た

っては、その実施方法及び実施体制に関する事項に、 

  ① 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備 

  ② 申出を行う際の様式の作成 

  ③ 申出を行う窓口の設定 

  等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすく

する観点に立ってその周知徹底を図るものとする。 

置等を次のとおり実施するものとする。 

    ① （ア）の①の医師による面接指導を実施した場合は、その結果

に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、

遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘

案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮、深夜業の回

数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。 

    ② （ア）の②から④までの面接指導等を実施した場合は、①に準

じた措置の実施に努めるものとする。 

    ③ 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場

合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に

応じ精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。 

  イ 面接指導等を実施するための手続等の整備 

（ア）事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会

等において、以下の事項について調査審議を行うものとする。また、

この結果に基づく必要な措置を講ずるものとする。 

    ① 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。 

    ② 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関するこ

と。 

    ③ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利

益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関する

こと。 

    ④ アの（ア）の②から④までに該当する者その他の者について面

接指導等を実施する場合における事業場で定める必要な措置の実

施に関する基準の策定に関すること。 

    ⑤ 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者へ

の周知に関すること。 

（イ）事業者は、アの（ア）の①及び②の面接指導等を実施するに当た

っては、その実施方法及び実施体制に関する事項に、 

  ① 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備 

  ② 申出を行う際の様式の作成 

  ③ 申出を行う窓口の設定 

  等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすく

する観点に立ってその周知徹底を図るものとする。 



 

 

ウ 常時５０人未満の労働者を使用する事業場の対応 

常時５０人未満の労働者を使用する事業場においても、ア及びイの

措置を実施する必要があるが、アについては、近隣に専門的知識を有

する医師がいない等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指

導を実施することが困難な場合には、地域産業保健センターの活用を

図るものとする。 

また、当該事業場においてイの手続等の整備を行う場合には、事業

者は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第２３条の

２に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するよう

に努めるものとする。 

なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示

等により対象者が受ける場合には、労働安全衛生法第６６条の８第２

項に規定されている事業者が指定した医師が行う面接指導に該当する

こととなるが、この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況

（例えば直近１ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容

等）を記した書面を当該医師に提出するとともに、労働安全衛生規則

第５２条の６に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておくもの

とする。 

 

（３）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置 

  （略） 

 

 

ウ 望ましい対応 

事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合には、

ア及びイの措置の実施は平成２０年４月 1 日以降となっているが、事

業者は、それ以前であっても、過重労働による健康障害防止の観点か

ら、地域産業保健センターを活用しつつ、可能な限り、必要な労働者

に対する面接指導等を実施することが望ましいものとする。 

なお、当該事業場においてイの手続等の整備を行う場合には、事業

者は、衛生委員会等に代えて、労働安全衛生規則第２３条の２に基づ

き設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用することが望まし

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置 

  （略） 

 

 


